
平成３０年度報酬改定に伴う
介護予防・日常生活支援総合事業関係要綱の改正（案）について

・東大阪市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 （実施要綱）

・東大阪市訪問型サービスの事業の人員、
設備及び運営に関する基準を定める要綱 （訪問基準要綱）

平成３０年９月
東大阪市福祉部高齢介護室

地域包括ケア推進課
０６－４３０９－３０１３



利用者負担割合の見直しについて 平成３０年８月１日施行

•平成３０年８月より、現役並みの所得を有する方の利用者負担割合
が２割から３割に引き上がります。

ポイント

左記の利用者負担割合を適用するのは、
・訪問型介護予防サービス【従前相当】
・訪問型生活援助サービス【緩和型】
・通所型介護予防サービス【従前相当】
・通所型短時間サービス【緩和型】 です。

【注意】総合事業では当面の間、給付制限
はありません。
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訪問型サービスについて① 平成３０年１０月１日施行

ポイント

・訪問型介護予防
サービス【従前相
当】に適用

・同一建物の減算
について、

建物の要件は介
護の取扱に準じる
が、減算率は１
０％のみ

区分支給限度額に
ついては減算後の
単位数を用いる。
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訪問型サービスについて② 平成３０年１０月１日施行

ポ イ ン ト

東大阪市のサービスで、生活援助中心型研修の修了者が従事できるサービスは、訪
問型介護予防サービス（従前相当）・訪問型生活援助サービス（緩和型）・訪問型助
け合いサービス（ボランティア型）・通所型つどいサービス（ボランティア型）です。
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通所型サービスについて① 平成３０年１０月１日施行

ポイント

・通所型介護予防
サービス
【従前相当】に適用
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通所型サービスについて② 平成３０年１０月１日施行

通所型介護予防サービス（従前相当）・通所型短時間サービス（緩和型）を利用する 要支援２相当の方の
月額報酬単位数（包括単位数）を利用頻度に応じた単位数に改定します。

（例）通所型介護予防サービスⅡの場合

改 定 前 改 定 後

通所型介護予防サービスⅡ

（A6 １１２１） ３３７７単位

【新設】通所型介護予防サービスⅡ１（週１回程度）
（A6 １２２１） １６４７単位

通所型介護予防サービスⅡ２（週２回以上）
（A6 １１２１） ３３７７単位
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※このめやすは自己負担額の割合が１割負担の方の場合です。

要支援２で週１回程度の利用
1,722円

週２回以上の利用 3,529円

要支援２で週１回程度の利用
送迎あり1,378円
送迎なし 985円

週２回以上の利用
送迎あり2,824円
送迎なし2,038円



【参考】サービスコード対照表（通所型介護予防サービス（従前相当）の場合）

Ａ６ 1121 通所型介護予防サービスⅡ２ 3377 1月につき

Ａ６ 1122 通所型介護予防サービスⅡ２日割 111 1日につき

Ａ６ 1123 通所型介護予防サービスⅣ２回数 389 1回につき

Ａ６ 6106 通所型介護予防サービス同一建物減算２２ -752 1月につき

Ａ６ 6108 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅰ１２２ 144 1月につき

Ａ６ 6102 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅰ２２２ 96 1月につき

Ａ６ 6104 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅱ２２ 48 1月につき

Ａ６ 8011 通所型介護予防サービスⅡ２・定超 2364 1月につき

Ａ６ 8012 通所型介護予防サービスⅡ２日割・定超 78 1日につき

Ａ６ 8013 通所型介護予防サービスⅣ２回数・定超 272 1回につき

Ａ６ 9011 通所型介護予防サービスⅡ２・人欠 2364 1月につき

Ａ６ 9012 通所型介護予防サービスⅡ２日割・人欠 78 1日につき

Ａ６ 9013 通所型介護予防サービスⅣ２回数・人欠 272 1回につき

Ａ６ 1221 通所型介護予防サービスⅡ１ 1,647 1月につき

Ａ６ 1222 通所型介護予防サービスⅡ１日割 54 1日につき

Ａ６ 1223 通所型介護予防サービスⅣ１回数 378 1回につき

Ａ６ 6126 通所型介護予防サービス同一建物減算２１ -376 1月につき

Ａ６ 6128 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅰ１２１ 72 1月につき

Ａ６ 6122 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅰ２２１ 48 1月につき

Ａ６ 6124 通所型介護予防サービス提供体制加算Ⅱ２１ 24 1月につき

Ａ６ 8014 通所型介護予防サービスⅡ１・定超 1,153 1月につき

Ａ６ 8015 通所型介護予防サービスⅡ１日割・定超 38 1日につき

Ａ６ 8016 通所型介護予防サービスⅣ１回数・定超 265 1回につき

Ａ６ 9014 通所型介護予防サービスⅡ１・人欠 1,153 1月につき

Ａ６ 9015 通所型介護予防サービスⅡ１日割・人欠 38 1日につき

Ａ６ 9016 通所型介護予防サービスⅣ１回数・人欠 265 1回につき

・（サービス提供日）平成３０年９月３０日以前 （対象者）全ての要支援２の方

・（サービス提供日）平成３０年１０月１日以降
（対象者）要支援２の方で利用の頻度が週２回以上ある方

・（サービス提供日）平成３０年１０月１日以降
（対象者）要支援２の方で利用の頻度が週１回の方

ポ イ ン ト
要支援２の方で通所型サービスを週に１回程度利用している方については、平成３０年１０月１日以降に管理するサービスコードの変更が必要です。
上記のサービスコード表は一部抜粋です。その他新設・変更のあるサービスコードについては平成３０年９月末に本市ウェブサイトにて公開いたします。
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共通事項① 平成３０年１０月１日施行

○地域区分について、給付に準じた見直しを行う。（平成３０年４月１日施行） ※東大阪市は昨年度同様 ５級地

○介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、給付と同様の期日（別に厚生労働大臣が定める日）までの間に限り算定することとする。

（適用サービス）

・訪問型介護予防サービス（従前相当）・訪問型生活援助サービス（緩和型）・通所型介護予防サービス（従前相当）・通所型短時間サービス（緩和型）

○契約の変更を伴わない入院等がある場合は、回数単位数を利用。

【注意】回数単位数にその月の利用回数を乗じた単位数が通常月の包括単位数を超えてはい

けない。

（例）訪問型介護予防サービスⅠ 包括単位数：１，１６８単位の方が月の途中で入院

・その月のサービス利用回数が３回の場合・・・訪問型介護予防サービス費Ⅳ 回数単位数：２６６単位×３回＝７９８単位となる。

・その月のサービス利用回数が４回の場合・・・訪問型介護予防サービス費Ⅳ 回数単位数：２６６単位×４回＝１，０６４単位となる。

・その月のサービス利用回数が５回の場合・・・訪問型介護予防サービス費Ⅳ 回数単位数：２６６単位×４回

+ 訪問型介護予防サービス費Ⅴ 回数単位数：２７０単位×１回＝１，３３４単位

となるため 包括単位数：１，１６８単位となる。

（適用サービス）

・訪問型介護予防サービス（従前相当）・通所型介護予防サービス（従前相当）・通所型短時間サービス（緩和型）

共通事項
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サービスコードの確認と重要事項説明書の見直しを！！

メ モ
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